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緒 言

ア ルコ ー ル依存 症 は それ が単 に アル コ ー ルの

問題 で は な く,ア ル コー ル と身 体,精 神,家 族,

社会 そ して経 済 的 問題 の複 雑 な絡 ま りの結 果 で

あ るが故 に,そ の治 療 の 困難 性 は 依 然 と して 続

いて い る.も ち ろん,い くつ かの 治療 的 試 み が

な されて は い るの で あ るが,そ れ に も拘 らず し

ば しば 再発 をみ るの が現 実 で あ り,よ り有 用 な

治療 法 が各 地 で模 索 され て い る17,30,57)

一 方
,ア ル コー ル依存 症 患 者(以 下 「ア」 症

者 とす る)に 対 す る精神 療 法 は精神 分 析 療 法44),

催眠 療 法43),森 田療 法39),ま た行 動 療 法4,64)と し

て嫌 悪療 法(エ チ メ ンや ア ポモ ル フ イ ン使 用)

や抗 酒剤(ジ ス ル フ イラム,シ アナ マ イ ド)を

利 用 した もの な ど7,8)が 報 告 され て い る.こ れ

らの 報 告の 中 には そ れほ ど有 効 で ない もの も あ

るが,こ こで報 告 す る内観 療 法 は 「ア」 症 者 に

有用 な治療 法 と して期待 され普 及 しつつ あ る精

神 療 法 の1つ で あ る.

「ア」症 者 への 内観 療 法 の適 用 は
,昭 和42年 頃

よ り岡山 大学医 学部神 経 精神 医学 教室,慈 圭病 院

で開 始 され48,55),そ の有 効 性 の た め そ の他 の施

設 で も施 行 され るよ うにな り,「 ア」 症 者 を対 象

とした発 表 や報 告 もい くつ か あ る13,34,58,59,61).

しか し,そ れ らは1年 以 内の 短 期 予後 をみた も

の で あ った り,非 内 観 施行 者 との 比較 の な い も

の で あり,不 十 分 で あ ると言 わ ざる を えない.本

報告では,入 院 「ア」症者について内観療法を

施行した群(以 下 「内観群」)と内観療法を施行

しなかった群(「非内観群」)の両群を比較調査

し,内 観療法の有効性を予後的側面からまた心

理学的変化から検討する.ま た代表的内観療法

施行者を呈示し,内 観療法の心理的過程につい

て考察を加えたい.

対 象 と 方 法

1.対 象と調査方法

対象は,昭 和52年9月1日 以降に岡山県津山

市江原積善会積善病院に入院 し,昭 和54年8月

31日までに退院した「ア」症者66名(延 べ88名)

で,そ の うち明らかに精神分裂病と診断された

1名 を除 く65名(延 べ87名)で ある.こ れらの

うち,内 観を施行 した 「内観群」は31名,内 観

を施行 しなかった 「非内観群」は34名 であった.

方法 として,対 象を 「内観群」と 「非内観群」

に分けて各群の一般属性と転帰 を比較検討した.

転帰 については,昭 和55年 の1ヵ 月間の社会適

応状況 と昭和57年1月 から12月の1年 間の社会

適応状況 との2回 に分けて,洲 脇による6段 階

評価(表1参 照)を 用いて調査判断した49).た

だしE群,変 化の著しい群は該当する例がなく,

 ABCDお よびF群 の5群 に分けられた.長 期

社会適応調査時の昭和58年1月 には現在状況や

断酒会活動,内 観に対する考えなどのアンケー

ト調査 を行い,そ の結果も報告する.ま た,心
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表1　 社会適応状況の評価

(洲 脇 寛, 1975)

理テス トの結果についても 「内観群」 と 「非内

観群」との比較,内 観療法施行前後の比較検討

を行った.有 意差の検定にはx2検 定およびt検

定を使用 した.な お対象患者は全て筆者の実際

の診察の機会を得たものである.ま た, 2回 の

社会適応状況の変化については 「入院アルコー

ル依存症者の予後-特 に適応状況の移動につい

て-」16)を参照願いたい.

2.内 観療法と治療プログラム

内観療法は,吉 本伊信68)が真宗の修業法を改

善して一般化 したもので,大 きく分けて集中内

観 と分散内観(日 常内観)が ある.本 報告例の

内観療法は,全 例集中内観を精神療法として使

用した.集 中内観の原法(吉 本原法,奈 良内観

研修所で施行中のもの)は 次のような特徴があ

る.時 間 ・場所的条件 として朝5時 起床から夜

9時 就寝まで屏風に囲まれ壁に向かい,半 畳の

畳の上に坐 して終日過 ごし,便 所 ・風呂以外は

その場 を出ない.も ちろん静かで保護的な場所

が必要とされる.内 観の形式としては,あ る対

象者について自分が 「してもらったこと」「して

返 したこと」「迷惑をかけたこと」の三点を調べ

ていく.た とえば母 に対する自分を調べていく

(内観する)と すれば,母 に対する上記三点につ

いてどうであったかを小学低学年とか中学時代

とか年代別に分けて考えていくのである.内 観

指導者は約2時 間に一度その三点を聞きに行き

図1　 アルコー ル症治療 プ ログラム

(津山 積 善病院)1980年

適宜指導するが,「内観をしてもらっている」気

持 を忘れてはならないとされる.集 中内観は7

日間続けられるのが原則である.

本報告例に用いた内観療法は,吉 本原法に従
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うことを原則とした.場 所は開放病棟の比較的

静かな畳敷の部屋で屏風を四隅に配し,壁 に向

かって坐するようにした.時 間は毎日朝7時 か

ら夜8時 までとし,約2時 間間隔で訪室 し,内

観内容の三点を聞き, 1週 間継続 した.内 観の

指導は,主 治医,非 常勤医(筆 者),臨 床心理士,

看護者(男 性)の 集中内観体験者が行い,時 間

割 り当て(治 療計画)は 各人の勤務時間の都合

などにより決められた.ま た内観療法導入に際

しては,各 患者への内観療法の説明を一様にす

ることとし,あ まり強制にならないように一応

の注意を行った.

本報告例の治療プログラムは図1に 示 してあ

るが,一 律的な入院期間の設定や固定のレール

を敷くことはせず,内 観の施行の可否,集 中内

観をする場合の計画設定など具体的な治療計画

についてはその都度患者本人,治 療スタッフ間

の話し合いによることとし,こ の治療プログラ

ムは原則的なものとした.な お筆者は病棟医,

心理士を援助 し,と きにスーパーバイズするこ

ととし,内 観指導に参画 したり,断 酒会 に出席

した.

結 果

1.対 象者の属性

対象患者の背景については昭和52年9月 から

昭和54年8月 までに入院 したその時点の状況で

判断し, 2回以上入院したものは内観施行時(「内

観群」)あ るいは上記期間の最も後の回(「非内

観群」)の もので判定 した,そ の結果は表2に

「内観群」と 「非内観群」に分けて示 している.

全体として見ると,入 院時年齢は27歳 から72歳

までで40歳代 をピークにしており,婚 姻状況で

は既婚者が57%,離 婚歴を有するものが28%,

同居家族のいない単身者が26%,医 療扶助率は

37%で あった.入 院期間は, 3ヵ 月以内が86%

とほとんどを占め,そ のうち1ヵ 月以内が23%

であった.

「内観群」と 「非内観群」の背景 と入院前状況

を比較 してみると,有 意差を認めたのは 「非内

観群」が 「内観群」 より高齢者が多かったこと

のみであった.他 の項目では両群の間に有意差

を認めなかったが,「非内観群」の方に医療扶助

率が高く,精 神科入院歴 を有するものの多い傾

向があり,「内観群」の方には健康保険本人で入

院しているもの,離 婚歴のあるものが多い傾向,

精神疾患家族負因をもつ率や,社 会的逸脱行為

を犯した割合の高い傾向があった.ま た入院期

間は1ヵ 月以内の退院が 「非内観群」に多い傾

向があった.退 院時の状況は,退 院時の断酒意

志などの精神状態や家族の協力度で主治医が判

定したもので,約 半数が良好な状態で退院 した

と判断されたが,「内観群」と 「非内観群」との

差は認められなかった.

図2に 両群の入院時のMMPI各 尺度のプロ

フィールをグラフで示 している.図 に見るよう

に,「内観群」の方が精神病質性偏奇(Pd)尺 度

が高く,「非内観群」には虚構 点の高い傾向が

認められた.「 内観群」の虚構点(L)が 「非内

観群」より低く,虚飾の度合が低いことも考えら

れるが,「内観群」の精神病 質性偏奇傾向は高

く,問 題人格者が幾分多い傾向にあるものと推

測された.

2.短 期社会適応状況

短期適応状況は昭和55年1月 の1ヵ 月間の状

態,す なわち退院後6ヵ 月から2年6ヵ 月後の

各患者の1ヵ 月間の状況について調査したもの

である.表3に 内観の施行の有無別に短期適応

状況を示 した.全 体でみると社会適応群54%,

社会不適応群37%,死 亡群9%で あった.「 内

観群」と 「非内観群」を比較 してみると,「内観

群」に社会適応満足群(A群)が 多い傾向を認め

るものの,「内観群」の社会適応群 全体で52%

であり 「非内観群」の56%よ り若干少なかった

が有意差は認められなかった.こ れらの点につ

いては長期適応状況 との関連 もあるので後で考

察する.

表には示 していないが,短 期適応状況と一般

属性との関連 を見てみると,社 会適応群が社会

不適応群に比べて社会保険本人が多く,被 医療

扶助者が少なく,社 会的逸脱行為のないものが

多く(各有意差はP<0.01),有 意差はないが精

神疾患家族負因を有する率の高い傾向がみられ

た.ま た社会適応群では明らかに退院時断酒意

欲が良好,外 来治療継続,院 内例会出席継続,

地域断酒会入会継続の比率が高 く認められた
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(P<0.01).死 亡 群 は 社 会 不 適 応 群 と同 じ傾 向

で あ っ た16).

3.長 期 社 会適 応 状 況

長期 適 応状 況 は退 院後3年5ヵ 月 か ら5年5

ヵ月後 の状 況,す な わ ち昭 和57年1月 か ら12月

まで の各 患 者 の状 態 につ い て調 査 した.表4に

長期 適 応 状況 を 「内 観群 」,「非 内観 群 」 に分 け

て示 した.全 体 で は社 会適 応 群20名(31%),社

会 不適 応 群19名(29%)で,短 期 適 応 状 況 と比

べ て み る と社 会 適応 群 が54%→31%と 低 下 して

いた.そ の内 訳 をみ る と,社 会 適 応 群 の満 足,

概 して満 足 は同 じよ うに低 下 して お り,社 会 不

適応 群 で はや や 不満 足 の 方 が相 対 的 に増 えて い

る印 象 で あ っ た.ま た死 亡群 が6名 →14名 と増

加 して い た こ と も注 目 され た.

「内観 群」 と 「非 内 観 群 」 別 にみ る と
,「 内観

群」 の社 会適 応 群11名(35%),「 非 内 観群 」 の

それ は9名(26%)で あ り,両 群 共 に比率 は下

表2　 「内観群」 と 「非内観群」 の属性 の比較

*; p<0.05
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○-○ 内 観 群(n=25), ▲-----▲ 非 内 観 群(n=25)

*: P<0.05, **: P<0.01(x2検 定)

図2　 「内観群」 と 「非内観群」 のMMPI

表3　 「内観群」 と 「非内観群」の短期社会適応状況

表4　 「内観群」 と 「非 内観群」 の長期社会適応状況
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がっているが,短 期適応状況 とは逆に 「内観群」

の割合が高 くなっていた.社 会不適応群の方は

各々9名, 10名で比率に差がなく,「内観群」の

社会適応群の割合の減少率が少ないという結果

であった.死 亡群は 「内観群」,「非内観群」共

に7名 と多いが両者の差はなかった.

短期適応状況から長期適応状況への変化につ

いて調べてみると,適 応状況調査の間(3年 間)

に,状 況の変化のないもの12名,良 くなったも

の9名,悪 くなったもの18名,死 亡したもの8

名であった.こ のことから予後状況は一定 して

おらず,多 分に変動する可能性 を考慮する必要

があると思われた16)

長期適応状況の状態別に,入 院時の 一般属性,

短期適応調査時の治療状況および今回調査時の

一般状態をみてみると短期適応状況のときと同

様の傾向であるが,離 婚歴や医療扶助,精 神疾

患家族負因の項目の有意差は認められなくなっ

ていた16).

4.長 期適応状況調査時のアンケー ト結果

昭和58年1月 にアンケー ト調査を施行 し,回

収率は76%で あった.調 査項目は,現 在の職業,

昭和57年1～12月 の断酒状況,現 在の断酒会活

動,断 酒に役に立つもの,内 観施行者(「 内観

群」)に はさらに内観の感想 と内観と断酒 につ

いて回答してもらった.長 期適応状況 と今回調

査時職業と断酒会活動については,表 には示 し

ていないが,職 業を有するもの,断 酒会で活動

中のものに社会適応群が多かった.就 業状況は

適応状況の判断に関係しているので職業を持つ

ものに社会適応の良いものが多いのは当然かも

しれないが,断 酒会活動では活動をやめても(前

会員)社 会適応の良いもの,小 数ではあるが断

酒会非入会でも満足あるいは概 して満足な適応

のものもいた.

表5に 示しているように,今 回一般状態 につ

いて 「内観群」 と 「非内観群」 とを比較してみ

ると,定 職についているものが 「内観群」8名,

「非内観群」6名 ,臨 時職が 「内観群」3名,「 非

内観群」1名 となっており,職 についているも

の 「内観群」11名(55%),「 非内観群」7名(37

%)で 「内観群」に多い傾向があった.ま た断

酒会で活動中のものは 「内観群」7名(35%),

「非内観群」5名(26%)で あった.

「内観群」に答えてもらった内観療法の感想

と内観療法の断酒継続への効用について,表6

表5　 「内観群」 と 「非内観群」 の今回一般状態

(アンケー ト調査 結果)

*; 死 亡 者 を 含め る と55名 とな る 。 死亡 者 は%に は含 め てい ない 。
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に長期適応状況別に示 した.内 観療法の感想で

は 「内観をしてよかった」が12名(60%)で,

「内観をしない方がよかった」と答えたものは0

名であった.断 酒継続への効用については 「内

観は断酒に役に立つ」が14名(70%)で,内 観

の感想と同様に内観療法の有用性が示唆された.

内観の感想を適応状況別にみてみると,「内観

をしてよかった」と答えたものは社会適応群そ

れも満足な適応のものが多く,「どちらとも言え

ない」は社会適応群と社会不適応群が半々であ

った.「 内観をしてよかった」と答 えてはいて

も社会適応状況が不満足なものもあり,内 観の

効果が単に禁酒だけではないことを窺わせてい

るものと思われた.ま た内観療法の断酒継続へ

の効用についての返答と予後状況 とをみてみる

と,「内観は断酒に役に立つ」と答えたものに社

会適応群が多い傾向はあるが,同 様 に答えても

社会不適応群の不満足群が4名 あり,内 観の効

用即ち断酒 とはならないこともあるという結果

であった.

「断酒に役に立つもの」については 「内観群」

と 「非内観群」の両者に答えてもらい表7に 示

した.断 酒に役に立つものとして断酒会や病院

外来などを列挙 し,役 立つと思われるものに○

印を付けてもらい(複 数回答),そ のうち最も役

に立つと思われる項目に◎印を付けてもらった.

アンケート調査39名 中この項 目回答なしが4名

あったものの,最 も役に立つものとして◎印を

つけたものは22名 あった.こ のうち群を抜いて

断酒会が役に立つものとして考えられており,

次が断酒学校であった.断 酒学校は断酒会活動

の一環なので圧倒的に断酒会が役に立つものと

して考えられているという結果であった.つ ま

り,断 酒会に◎印を付けたものが15名(68%),

断酒学校を加えると18名, ◎印をつけた22名 中

実に82%の ものが断酒会を挙げていたというこ

とになる.

一方断酒会以外では,内 観療法が断酒 に最 も

役に立つ(◎ 印)と 答えたものが1名,役 に立

つ(○ 印)と 回答 したものが8名 で,か なり内

観の断酒への効果が認められていたことは注目

された.ま た病院長期入院に◎印があったこと

は,ア ルコール依存症の治療の困難性を意味 し

ていると共に,治 療困難者の入院あるいは施設

での治療を考え直す必要性を示唆しているもの

と考えられた.そ の他の断酒に役立つものとし

て病院の外来通院も有用なことと思われていた

が,保 健所や精神衛生センタ-は あまり役に立

つものとして評価 されていなかった.ま た自分

で記載 してもらった項目では 「信用ある人,友

人と交際を密に持つこと」とか,「自分の気持の

問題」とかがあった.

5.心 理テストの変化からみた内観療法

「内観群」の集中内観前後のMMPI臨 床各尺

度の変化 を図3に 示 している.例 数が6例 で少

ないが,精 神病質偏奇性尺度(Pd尺 度)で の低

下が認められ,軽 躁性尺度(Ma尺 度)も 低 くな

る傾向があった.一 方で疑問点がやや高い傾向

表6　 内観施行者の内観療法についての考えと長期社会適応状況
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表7　 断酒 に役 立つ もの

○印は重複回答 あり

が認められ,若 干防衛的傾向が窺われるが, Pd

尺度とMa尺 度の低下が集中内観による特徴で

あると思われた.

「内観群」と 「非内観群」の入院時(「内観群」

は集中内観前)に 施行したMMPIと 今回長期

適応状況調査時に検査の施行できた症例のMMPI

各臨床尺度の推移を図4に 示 した.同 一症例で

の変化を見ようとしたために症例数が集中内観

前後のMMPIと 同様に少ないが,「内観群」の

変化は図3の 内観施行前後のMMPIと 似通っ

ており,今 回もPd, Ma尺 度などが低下 してい

た,「 非内観群」は 「内観群」と逆にPa, Mf,

 Pa, Ma尺 度などが高くなっていたが有意差は

なかった.「 内観群」と 「非内観群」の入院時

と長期社会適応状況調査時の変化を比較 してみ

ると,「内観群」のPd尺 度およびMa尺 度の低

下が集中内観後も続いていることがわかった.

言い換えれば集中内観の結果, Pd尺 度が下が

り,そ れはまた約3年 以上経過 しても持続して

いる可能性があるという結果であった.

6.内 観療法施行症例

<症例1　 K. S.男,入 院時40歳>

家族歴 ・既往歴: 5人 兄弟の次男.既 婚で子

供2人 と4人 家族,ア ルコール依存や精神疾患

の遺伝負因なく,既 往歴は31歳時からの胃潰瘍

と肝障害で飲酒に関するもののみ.性 格は,妻

によると陽性で飲 まないときは冗談ばかり言っ

ていたらしい.
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●------● 集 中 内 観 前(n=6), ○-○ 集 中 内観 後(n=6)

*: P<0.05, **: P<0.01(t検 定)

図3　 内 観療 法 施 行 前 後 のMMPI

生活歴 ・現病歴:幼 少時よりいたずらもよく

しており,真 面目な生徒ではなかった.某 農林

高校中退後,自 転車 ・バイクの修理販売 を自宅

でやっている.飲 酒は22歳頃より始め,仲 間と

無茶飲みをすることがしばしばであった. 31歳

時胃潰瘍の診断で禁酒をするよう言われたがす

ぐに再開, 37歳のとき肝炎の治療 と胃潰瘍の手

術で10ヵ月入院.こ のときは禁酒の指導で数 ヵ

月やめていた.再 飲酒後次第に酒量が増加,昭

和52年5月(40歳)に は毎日1升 前後の日本酒

を飲用していた.飲 酒時の暴力などはなかった.

大量飲酒が続いていた昭和52年9月,食 欲減

退,全 身衰弱,手 足のシビレ感にて某総合病院

内科へ入院 したところ,入 院3日 目から手指振

戦,異 常な言動が出現,振 戦せん妄の診断で積

善病院入院となった.

入院時経過:入 院時は激 しい職業せん妄,幻

視,幻 聴,発 熱を認め,典 型的な振戦せん妄と

診断された.こ の幻覚妄想状態は5日 間続 き,

リープマン現象を伴っていた.ま た末梢神経炎

がかなり重篤であり,低 蛋白血症などの栄養障

害,貧 血なども認められ,し ばらくは歩行も不

能であった.入 院10日 目(断 酒 して13日 目)頃

より精神状態も落ち着 き,「ア」症者としての認

識指導,内 観導入を行った後内観療法を行つた.

身体治療 も継続しながら院内断酒例会にも出席,

退院後は断酒会に入って断酒をするということ

で約3ヵ 月で退院となった.

退院後状況:断 酒会会員として病院例会,各

地区例会に出席,外 来にも通院し,一 度の失敗

もなく過ごせている。長期社会適応状況調査の

昭和57年 は地域の支部長 として活躍,家 庭や仕

事の方も問題のない状況が続いている(短 期適

応状況も長期適応状況も満足).た だし,身 体状

況は十分でなく,糖 尿病 を指摘されて食事療法

をしたり,神 経炎残遺症状 と思われる下肢のシ

ビ感や脱力感の持続,出 没が認められている.

内観療法について:本 例には身体状況の回復

が十分でない頃から内観 を説明し,導 入を行っ

た.応 答が軽はずみな感じはするが 自分が 「ア」

症者であることを認め,内 観療法に同意したの

で,入 院23日 目より集中内観 を施行した.内 観
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図4-1　 「内観群」(退 院後平均2年10ヵ 月後)

●-----● 集 中 内観 前(n=6), □-□ 今 回 調査 時(n=6)

*: P<0.05 , **: P<0.01(t検 定)

図4-2　 「非 内 観 群 」(退 院 後 平 均4年11ヵ 月 後)

▲------ 入 院 時(n=3), □-□ 今 回 調査 時(n=3)

**: P<0.05(t検 定)

図4　 入 院 時 と今 回 調 査 時 のMMPIの 変 化
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1日 目は表面的,軽 薄な感 じで,真 面目に内観

をしているようには見えず,形 式面でかなりの

注意をする必要があった. 2日 目も同様で指導

者を心配させたが, 3・4日 目から態度がひき

しまり,内 観の形式も整ってくると同時に内観

内容が自己反省的になり,妻 に対する感謝の言

葉がでるようになった.し かし面接場面以外は

冗談口が多く,ど れだけ真剣なのか疑わせる内

観ぶ りであった.終 了後 に 「内観テープを聞か

してもらって自分が救われると思い,勉 強して

いかねばと思っている」 と述べており,外 見よ

りは深い内観であったと考えられた.

本患者は身体合併症を有する 「ア」症者で,精

神科病院初回入院が非常に衝撃的であったらしい

こと,性 格が素直であること,家 族が協力的であ

ったことなどから,内 観療法の導入や断酒会の紹

介がスムーズに行われ,満 足な転帰になったもの

と思われる.な かでも内観療法が断酒への契機,

断酒の意欲を培 うのに大きな影響を与えている

ことが窺われ,そ れは本患者がアンケー ト調査

で,断 酒に役立つものとして断酒会と内観療法

をあげていることからも推測 される.本 例は内

観中の表面的な態度が実際の内省的断酒生活と

空隙のある場合もあることを示 しており,注 目

された.

<症例2　 M. M.男,入 院時48歳>

家族歴 ・既往歴: 5人 兄弟二人目で長男.兄

弟親類には大酒家が多い.性 格は温和でお人好

しだがくよくよ考える方であり,依 存的な面と

強情な面とがあるという.既 往歴は昭和29年 に

追突にて頚椎捻挫.昭 和35年(30歳)時 クモ膜

下出血にて左内頚動脈結紮術 を受け,以 後抗け

いれん薬の内服を続けている. 39歳時左殿部骨

折. 41歳頃胃潰瘍の手術を受けており, 46歳時

にはバイクで転倒 して頭部外傷(意 識消失なし)

を受けた.

生活歴 ・現病歴: 20歳頃より飲酒,す ぐに習

慣的になり1升 くらいのむこともあった.バ ス

の運転手 をしていたが, 41歳 頃 胃潰瘍の手術

を受けてから体力の自信 を失い会社 を希望退職

した,こ の頃から酒量 が増加 し,昭 和52年4

月にはそれまで抑制 されていた意識消失発作が

出現するようになった.ま た理容業を営んでい

た妻との不和が重なり,つ いに妻が家出をする

状況にまでなった.し かし禁酒ができず,長 男

の結婚のこともあり,同 年9月 積善病院 を訪れ

た.

入院時経過:入 院時 「(酒を)や めにゃいけん

と思 うがやめられん.僕 みたいなつまらん男は

放っておいて下さい.死 んでもええんじゃけえ

……」と自暴自棄的態度を伴 った軽度酩酊状態

で入院.身 体的には軽い頭痛と胸内苦悶を訴え,

肝腫大と全身衰弱を示 し,検 査所見としては,

鉄欠乏性貧血,肝 機能障害,低 カリウム血症を

認め,脳 波ではクモ膜下出血 とその手術による

ものと思われる所見,頭 部CTで も脳波同様の

意味 と思われる左半球シルビアン溝拡大,一 部

中大脳動脈支配領域に連続する低吸収域があっ

た.入 院後せん妄は起こらず,入 院11日 目より

内観療法施行,身 体状況 も改善 し,院 内断酒例

会にも出席 してもらった.入 院約1ヵ 月,退 院

時断酒意欲良好,退 院時には今後も日常内観(日

記内観)を 続け,断 酒会に出席 しながら酒をや

めていく約束をした.

退院後状況:抗 けいれん剤服用の必要性もあ

り,外 来通院,院 内断酒会,地 域断酒会への出

席状況 もよく,経 過良好であったが,昭 和53年

1月 に仕事に就いた頃より,次 第にノート内観

がおろそかになっていた.同 年6月 の友人の自

殺を契機に反応性の抑 うつ状態となり,イ ライ

ラ,全 身倦怠感が生 じ,つ いにアルコールに手

を出して再入院となった(15日 間の入院). 54年

夏には地域断酒会の分派騒 ぎで分派の方に属す

るようになり,仕 事はやめてしまった.昭 和55

年1月 の短期適応状況調査時は断酒はできてい

ても就労できず,発 作の発現 もあって概 して満

足程度であった.そ の後は断酒会の事務所 を引

き受け断酒例会にも定期的に出席,ま た糖尿病

のコントロール,狭 心症についても医師の指示

をよく守 り,家 庭的にも安定しており,生 活状

況は満足のいくものであったと思われた(長 期

適応状況は満足). 58年7月 急に左胸部痛を来

し緊急入院,種 々の加療を行 うも心筋梗塞のた

め永眠 した.

内観療法について:離 脱症状がほとんどなく,

徹底的になおしたいと病識の認められたことか
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ら,入 院5日 目から内観療法の紹介.説 明を行

った.入 院11日 目より集中内観 に導入 した.本

患者は1週 間を通じて,静 座 を持続するのが因

難で頻回に詰所に出入 りし,医 師には従順依存

的であるが看護者には要求や攻撃をすることが

みられた.ま た面接が長 くなる傾向があり,た

とえば2日 目には面接時終始泣 きながら看護者

への不満 を述べ,主 治医が面接にかなりの時間

を費やし支持的に接することでなんとか内観を

続行することができた.こ れには場所的な問題

(本例は詰所横の保護室を使用)や 内観5日 目

の発熱(感 冒症状)が,心 気的で不安の起 り易

い本患者の性格傾向とともに関与 していたもの

と思われる.

内観の深さの面では,「過去のことを考えると

泣けてくる」と容易に涙 を流 し,「(酒で)身 体

を壊 したこと,お 金を無駄遣いしたこと,家 族

に迷惑をかけたこと……自分の過去がいかにつ

まらない行動をしたかがわかった」,「酒は絶対

に口にしない.妻 にはどんな償いをしても償い

きれないができるだけ償いたい」と,言 葉から

はかなりの反省,断 酒への意欲が認められた.

しかし,上 記の行動面,ま た内観中に聞いたテ

ープと自分の内観を比較 して自分の方がましだ

と言ったことなどからは本患者の自己中心性,

未熟性が窺われ,面 接時の言葉と実際の行動と

の不均衡が特徴的であった.

本症例は日常内観の継続が3ヵ 月ほどで中断,

退院8ヵ 月後に再入院した後に再び日常内観(日

記内観)を 指導 した.そ れから外来でも内観の

話題が増え,「甘 えていました」,「この前も妻に

謝 りました」とか,断 酒会で意見の相違からの

口論があったようなときには 「その直後内観し

たら自分にも責任がある,自 分の方が悪かった

と思えるようになつた.今 までならすぐ殴って

いただろう.内 観していてよかった.」などと述

べている.持 前の性格から,妻 への依存攻撃や

断酒会への不満はその後も出没 していたが,そ

の都度乗 り越えることができたのは,妻 の協力,

断酒会の力もさることながら,集 中内観と日常

内観によるものが大きかったものと思われる.

昭和58年1月 のアンケー ト調査で断酒に役立つ

ものとして断酒会 を第一にあげ,次 いで内観療

法,病 院外来通院,断 酒学校をあげていた.

<症例3　 S. U.男,入 院時49歳>

家族歴 ・生活歴: 4人 兄弟の次男で末子,祖

父が大酒家.小 学2年 生の時1.5メー トル上から

コンクリー ト上に頭から落下, 10日間意識不明

であった.こ の影響か読み書きができず,腕 白,

我侭で虚言癖があり,成績もよくなかった.中 学

卒業後植木植人 として働 いていた.飲 酒は20歳

頃から始まり,家 人の財布から金 を持 ち出 した

りして困らせていた.結 婚歴は3回 あり, 23,

 24歳時各1回, 25歳時に結婚 してからは1女 を

もうけ比較的安定 していたが, 41歳頃に飲酒と

女性問題で家 を飛びだしてからはこれを繰り返

し,仕 事も不十分で次第に入院が増えるように

なり,昭 和49年(43歳)に 離婚 となった.以 後

兄夫婦 が近 くにいるものの単身で生活,さ らに

酒量が増えたという.

既往歴 ・現病歴:初 飲時より問題飲酒傾向あ

り, 35歳頃よりさらにその傾向増大,昭 和44年

(39歳)に 大量吐血で某内科 に入院.昭 和48年 に

は某単科精神病院に入院.離 婚後昭和50年 に某

内科へ入った.そ の病院の紹介で県外の精神科

病院に入院 したが9ヵ 月後無断離院.そ の後同

じ病院に4ヵ 月後に再入院 しているがやはり5

ヵ月後に無断離院 した.

飲酒すると抗争的になり,刃 物を持ち口を荒

らす,夜 間不眠で,火 をつけると言っておどす,

飲酒運転 もするという具合でかなりの問題飲酒

者であった.離 脱症状は県外の某精神科病院入

院中に振戦せん妄と思われる幻覚妄想症状があ

ったという.

積善病院来院前は7合 程度の日本酒を連日飲

用,兄 夫婦は昭和53年初めより断酒会に出席 し

ていた.

入院時経過:昭 和53年6月 入院.入 院時酩酊

あり,「アル中だから酒はやめたい」 とか 「アル

中だから酒はやめれん」と優柔不断な態度のま

まの入院であったが,入 院後は 「アル中だと思

う.自 分が情ないし,人 様に迷惑かけたらいけ

んし……」と言い,「断酒会にも入ろうと思って

いる」とのことであった.離 脱症状が軽 く終 り,

本人が早めの退院 を希望 したこと,内 観療法施

行後,「外来にも通 う,断 酒会にも入会する」と
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言ったこと,ま た兄の協力もあって約1ヵ 月後

退院となった.

退院後状況:当 初 日常内観を続け,断 酒会に

も出席して頑張っていたが,約4ヵ 月後の10月

末に 「妻がいない」 と再飲酒が始まった.し か

し短期入院後再び院内例会に出席, 54年の正月

は無事に経過 した.と ころが1月 の中旬から肺

炎と肝炎で内科病院へ入院して退院の近づいた

3月 末より飲酒再開,結 局4月 から9月 まで当

院入院となった.そ の後も同年12月 ～55年7月

(途中外科 にて胃潰瘍の手術あり)な ど3回 の入

退院を繰 り返 した.と ころが昭和55年9月 に献

身的に協力してくれた兄が潰瘍手術後の血清肝

炎で死亡してしまった.そ の時 「心をいよいよ

入替えにやいけません」と言い,断 酒の決意 ・

努力はかなり認められるものの,何 かの拍子で

飲んでしまうというパターンから逃れられなか

った.し かし,再 び入退院を繰 り返すのではな

いかという危惧 に反 して,問 題行動は確実に減

少して行き, 57年は何回かの失敗は認めたが何

とか仕事ができていた.長 期社会適応状況の判

定はやや不満足であるが,シ アナマイドを義姉

に預けて毎日飲用してみたり,病 院とのつなが

り(身 体愁訴,こ むら返り様の発作の相談)も

あり,社 会適応への努力が認められたことは大

きな変化であった.た だし断酒会には出席 して

はいない.

内観療法について:入 院11日 目より内観療法

施行.導 入は予想に反してスムーズ,内 観中も

真面目な態度に終始 した.終 了後 「小 さい時か

ら嘘を言ったり,ほ とんど酒で女房や子供,姉

に迷惑をかけています. ……今度こそ酒 をやめ

にゃいかんと……内観して言うに言われん恥かし

いことだと思うようになってきた.」 と語 り,断

酒会でも謙遜,従 順な感じであった.集 中内観

後の文章完成テスト(SCT)で は読み書きができ

ないことが大きな劣等感になっているが,酒,

自己への反省が多く,断 酒 して植木に励みたい

意欲が描かれていた.入 院前の激しい問題飲酒

行動が反省 ・整理されたのは本内観療法の効果

であると思われた.

退院後も日常内観(内 観テープを聞くこと)と

断酒会,外 来通院 を続ける約束で退院となった.

しかし通院間隔が次第に開き,「こんなに自分は

頑 張 って い るの に,妻 や子供 が帰 っ て こ な い」

と考 え る とこ ろ か ら飲 酒 が再 開 され,再 入 院 と

な った.再 入 院 時 も当初 は低 姿 勢 で 「言 われ る

通 りに します 」 「甘 え が あった の と自分 が迷 惑 を

か けて い た こ と を反 省せ ず,女 房 子 供 の こ と を

思 って い た の がい け な い んで す」 と言 って い た

の が,退 院 要 求 に対 し,今 回 は6ヵ 月 くらい体

か ら酒 を抜 いて(入 院 してお く)と い う約束 を

初 め に しておいた話 をす る と,「 先 生 の お っ しゃ

る通 りに して きとん です か ら… …」 とや や攻 撃

的 に な り,兄 夫婦 に向 か って 「いつ まで病 院 に

置 い と くつ も りか… …」,「小 遣 い も不 自由 だ.

 … … 早 く退 院 させ ろ… …」 と要 求 が あ り,結 局

外 泊 中 に飲 み続 けて来 院 せ ず,兄 の意 見 を入 れ

て退 院 とな った.

その後,彼 にこの件 を尋 ね たとき,「言 われ る通

りに しておれば,ま た 一 所 懸 命 して お れ ば,(見

返 りに)約 束 よ り早 く退 院 させ て も らえ るだ ろ

う」 と思 っ て いた と ころ が,治 療 者 側 は 当初 の

約 束 ど う りの こ と しか考 えて くれず,自 暴 自棄

的 に なっ て しま った とい う.そ して 「何 か を し

て他者 の見 返 りを期 待 す る とい うのは 内 観療 法

を受 け て か らよ けい そ うな った.相 手 が して く

れた こ とに対 して お返 しを考 えるの が大切 で あ

れば,逆 に 自分 が何 か を した ら何 か を して くれ

て よい は ず だ.」 と考 えるよ うになった とい う.

言 い換 えれ ば,内 観 療 法 に よ り行 為 の 貸借 関 係

を考 え るよ うに な り,自 分 の行 為 に対 す る他 者

の 反応(お 返 し)に 敏 感 にな っ た もの と もい え

る.た だ し,兄 が 亡 くな って か らこの他 者期 待

性 が かな り変 化 し,社 会 適応 性 が増 えて きて い

る.こ れ はや は り内観 に よ り社 会 的 自己 に 目覚

め る準 備 性 がで きて お り,兄 の死 に よ り本 当 の

自己 の確 立(克 己心)に 結 び つ い た もの と考 え

られ る.本 患 者 は,長 期 適応 状 況 調 査 時 の ア ン

ケー ト調査 では 内観 は断 酒 に役 に立 つ と答 え,

断 酒 に役立 つ もの と して内 観 療法 と病 院 外 来 通

院,次 い で断 酒 会 や抗 酒 剤 を あげ て い た.

考 察

1.ア ル コ ー ル依 存症 者 へ の 内 観 療 法

緒 言 に述 べた よ うに,「 ア」症 者 へ の 内観 療 法
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の適用は,昭 和42年頃より岡山大学医学部神経精

神科,慈 圭病院にて行われるようになった.そ の

最初の報告は昭和43年11月 の第21回 中国四国精

神神経学会の 「アルコール中毒の多角的治療-主

として内観および断酒会について」と題 した洲脇

ら48)の発表であり,論 文では洲脇,横 山,竹 崎の

「内観療法の研究」(昭和44年)55)のようである.後

者によれば,内 観を施行 した48例の うち25例が
「ア」者であり,結 果は25例のうち18例が社会適

応状態(積 極的社会適応3,消 極的社会適応15)

となり内観療法の有効性 を認めたという.

「アルコール中毒者の予後に関する研究」(洲

脇)49)に よれば,対 象95例 中内観療法施行者は

16例で,本 報告でも使用している判断基準で調

査 した予後状況は,社 会適応群11例(満 足7,

やや満足4),不 適応群5例(死 亡は除く)で,

内観療法の効用は明らかであった.但 し,各 症

例の一般属性が他治療に比べて良好であったこ

とを考慮する必要があるとし,ア ルコール中毒

者の治療には各々の症例に合致した多角的治療

が必要であると述べている.

その他著者ら13)や竹元 らの報告がある.竹 元

らは第1回 日本内観学会での 「アルコール中毒

に対する内観療法」の発表58)以来,内 観を特色

としたアルコール依存症専門病院治療からいく

つかの発表 を行っている.第5回 日本内観学会

「アルコール症に対する内観療法の治療予後」34)

では,昭 和47年7月 から同56年9月 までの総入

院患者574名 中357名 のアルコール依存症入院患

者の退院後6ヵ 月以上の経過 をみている.治 療

予後は完全断酒,現 在断酒(一 時的に飲酒した

が調査時点では継続的に断酒 しているもの),正

常飲酒(飲 酒しながらも身体的,精 神的,社 会

的に支障のないもの),問 題飲酒(入 院前と同 じ

ような状況 にあるもの)の4群 に分け,前 二者

で断酒率 を集計した結果集 中内観群の断酒率

50.0%,非 集中内観群46.5%で 差は認められな

かった.し かし,退 院年度別断酒率を見ると集

中内観導入後でも約22～73%の 差があり,こ れ

は治療状況たとえば日常内観の導入や治療的雰

囲気の改善により生じたものであろうと推測 し,

また他の要因,婚 姻状況や入院時年齢が大 きな

影響を与えているのだろうと報告している.ア

ルコール依存症専門病院それも集中内観,日 常

内観 を取 り入れ,積 極的に 「ア」者の加療 を行

っているところからの報告であるが,い くつか

の点で問題が残っていると思われる.

第一は,社 会適応状況の判定が一時点のもの

で 「ア」者の予後判定 として信頼性 に欠けるこ

と,第 二に予後が6ヵ 月後も1年 後 も同じであ

るという前提 に立っており, 6ヵ 月以上の結果

を同一レベルで論 じていることがあげられる.

予後が6ヵ 月後 も1年 後も同じであるという報

告は同著者の他の発表61)などにも見 られるが,

 6ヵ 月以上の予後を全て同じように論 じてしま

う可能性があるとすれば問題であろう.こ れは

鈴木56)や他の報告49,62)でも6ヵ 月から1年 以内

の短期予後 と数年以上経た長期予後との差 を例

外なく認めており,本 報告でも短期社会適応状

況と長期社会適応状況の差は明らかであったこ

とからも窺える.第 三は,社 会適応状況の判定

方法が断酒状況だけで社会生活状況が含まれて

おらず正確な状況を反映 しているとは考え難い

こと,ま た現在断酒,正 常飲酒(竹 元)の 概念

が適正飲酒(厚 生省)な どと紛らわしく,判 断の

根拠が漠然として分りにくい.第 四は,竹 元病院

が内観療法を特徴とする 「ア」者専門病院であり,

内観群と非内観群の比較が困難と思われることで,

できても内観群と治療脱落群の比較検討になつ

てしまう可能性がある.第 五に 「ア」者の質的

問題が省かれていることにより断酒率の変化の

要因が分 りにくく,内 観の効果そのものも漠然

としたものになることが推測される.こ れらの

問題は今後の報告で解消 されるものと期待 した

い.

さて,わ れわれの調査結果は,社 会適応群は

短期(6ヵ 月～2年6ヵ 月)で 「内観群」52%,

「非内観群」56%
,長 期(3年5ヵ 月～5年5カ

月)で 「内観群」35%,「 非内観群」26%で あっ

た.社 会適応状況は内観療法よりも断酒会や外

来通院 と関連 していた16).短期適応状況は 「非

内観群」の方がよい結果であったが これは 「内

観群」が犯罪歴を有するものが多く,性 格傾向

の精神病質性偏倚尺度がやや高い,つ まり 「内

観群」の背景因子の問題が多いことから,む し

ろ短期適応状況にも内観療法の効果はあったの
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ではないかとも考えられた.長 期適応状況では

有意差はないが,「内観群」が逆転 して,「内観

群」の社会適応群が35%,「 非内観群」26%で

あった.

「ア」者の予後 に関 してまとめたものはいくつ

かあり41,49,62),予後良好の比率は10%～75%と

幅が広いが,鈴 木56)は 「ア」者の退院後の断酒

予想モデルを作成 し,断 酒率は24カ月まで激減

していき2～3年 後から20%前 後に収束してい

くと報告している.こ れらの報告からみると社

会適応群の比率についてのわれわれの結果は妥

当だと思われ,内 観療法の結果,質 的 に問題が

あると思われる 「内観群」に 「非内観群」と同

等の短期予後結果をもたらし,長 期予後で 「内

観群」の方がより良い適応状況を示したことは

注目されてよいように思われる.

2.内 観療法の諸問題

まず,内 観療法の精神的過程について考察 し

たい.奥 村は内観の精神的過程を表8の ように

6段 階に分けている35).場所的 ・時間的条件か

ら内観の方法と内観者の意思という基本的設定

を第1お よび第2段 階とし,自 分 を見つめる反

省心(第3段 階自己本位の発見),他 者 との関

連を客観的に見ることのできる第4段 階(被 愛

事実の発見),そ こから生 じる純粋 な積極的感

情(第5段 階感謝 と能動性の発動)そ して自己

をコントロールできる新しい自己の確立(第6

段階自己本位の抑制,愛 を返す努力)の6段 階

に分けて考えている.実 際に内観者がどの段階

表8　 内観療法(集 中内観)の 過程

(奥村二 吉, 1975)

まで到達するかは,各 内観者によってまちまち

であるが,内 観の精神的な到達度は内観の深さ

として考えることもでき,そ の深 さを考えると

きにもこの6段 階で考えると分り易い.

内観療法の過程の中で大切なものは内観導入

の問題である.こ れが実際は難しく,本 報告例

でも,繰 り返 し指導し,テ ープを真似てほしい

と言っても三点をきちんと並べて言える例は多

くなかった.た とえば,症 例1は 冗談口が多く,

きちんとした内観 になるのに数日を要し,症 例

2は ときに涙 ぐんだりするものの,ち ぐはぐな

応答が続 き,当 初はほとんど内観にならなかっ

た.内 観導入の困難な要因は十分な動機づけが

できていないことが多 く,上 記2例 も内観療法

の理解度と意欲が不十分であったと思われる.
一般的に内観導入の困難な原因は十分な動機づ

けができていない場合の他に,高 齢者や問題性

格者であったり,専 門の内観部屋 を持たないな

どの状況要因の関与も考えておく必要がある.

内観導入の困難な例に対 しては,集 中内観 を

完了することが 「内観 をや り遂げた」という大

きな自信につながることがあり,た とえ稚拙な

内観でも予定 どうり継続することが大切である.

また内観の深まりが困難だとしてもそれが治療

として無効であるというわけではない.症 例1,

症例2で も内観がなかなか軌道に乗らず,一 週

間完遂出来ればそれでよいと考えられていたが,

内観3・4日 目頃からときに深い感情が表出さ

れ,第5,第6段 階を想起 させる深 さまで入る

ことができ,社 会適応状況 も良好である.一 方,

スムーズに内観に入りかなり深まっているよう

に見えたにもかかわらず,症 例3の ように,社

会適応状況 にそれほど反映されていない症例も

多かった.つ まり,内 観全体を通 しての深さか

ら見ると,反 省心の深い例ほど転帰は良い印象

があるものの,内 観の深 さと治療効果 との関係

は単純に評価 されるものではないと考えられた.

大切なことはその人(症 例)に とっての内観の

深さということで,内 観の精神的過程 を考える

際にも各人の過程という観点を十分考慮に入れ

ておく必要があると思われる.

内観が深まるにつれて,概 略前記6段 階に沿

って精神的な変化が起こってくる.こ こで集中



458 堀 井 茂 男

内 観 前 後 の精 神 的 変 化 につ いて 心 理 テ ス トの

変 化 を 参 照 しな が ら 考 え て み た い.「 ア」 者

の 性 格 に 関 す る報 告 は 数 多 く1,10,18,33,38,40,42),

心 理 テ ス トを用 い た 研 究 も 多 い5,9,37,46,47,63)

内 観 療 法 前 後 の 心 理 変 化 につ いて 心 理 テ ス ト

を 用 いた 報 告 もい くつ かあ る. Y-Gテ ス トを

使 った 三 木 の 報 告26)に よ る と, B型(情 緒 不

安 定社 会 不 適応 積 極 型)とE型(情 緒 不安 定 社

会 不適応 消極 型)が 集 中内観 で減 少 し, A型(平

均 型)とD型(情 緒 安定 社 会 適 応積 極 型)が 増

加 して い た.毛 利 ら28)はY-Gテ ス トを因 子 別

に分 け て変 化 を見 て お り,そ れ によると劣 等感,

神 経 質,主 観 的傾 向 が減 少 し,活 動性 と社 会 的

外 向性 が増 大 して い た. P-Fス タデ ィで は集 中

内 観 に よ り,内 罰 方 向 要 求 固 執 型,つ ま り罪

の償 い をす る.あ る い は障 害 を 自 ら努 力 して

克 服 して い く もの が増 え る傾 向 が 認 め られ て

い る46)

本報 告 のMMPIの 結果 で は,集 中 内 観 後 に

精神 病 質偏倚 性 尺 度(Pd)が 低 下,軽 躁 性 尺 度

(Ma)が 低 下 傾 向 に あ り,疑 問点(?)が 高 くな

っていた.こ れはP-Fス タデ ィで 内 罰方 向 の 思

考 内容 で ある 「償 う」 とか 「克 服 してい く」 もの

が増 える こと と共通 し, Y-G26)でB型 とE型 が

減 少 してい るの と類 似 の傾 向 ではないか と思 われ

た.興 味 あることは 集 中 内観 で見 られ るこれ らの

変 化 が約3年 を経 た後 も持 続 して い る可 能性 が

あ る こ とで あ る.集 中内 観 直 後 に断 酒 意 欲 の 向

上 が認 め られ るのは 上記 文 献 でも明 らか で あ り,

本 結 果 で は長期 的 に み て も 「内観 群 」 の 方 に社

会適 応 群 が 多 くなっ て い た.こ の長 期適 応 状 況

の 結 果 か ら,ま た心 理 学 的 に も行 動 の逸脱 の要

因 とな る精 神病 質偏 倚 性 や パ ラノ イ ド,軽 躁 性

が抑 制 され た ま まで あ る こ とか ら,内 観療 法 の

効 用 は長期 にわ た っ て有 用 な 治療 法 で あ る こ と

が推 測 され る.

内観 療 法 を精 神 療 法 的 に考 える と,奥 村 の精

神 的 過 程 か ら考 え られ る よ うに,自 己反 省 か ら

自 己 本 位 の発 見 が起 り,個 々 の 自 分 が社 会 内

存 在 で あ る こ と を認 識 して い く こ と で あ り,

これ らの 心 理 テ ス トの 結 果 は 集 中 内 観 中 の 精

神 的 変 化 を如 実 に示 して い る もの と考 えられた.

一 般 に精神 療 法 の 治癒 機 転 につ いて は精 神 分 析

的なカタルシス的機序や行動療法的機序の他 に,

心的距離の問題(笠 原20))な どがあるが 横山66)

は内観奏功のメカニズムを考察 し,奥 村の段階

の中で第3段 階の自己本位の発見が内観的反省

の端緒となるもので最 も重要であると述べてい

る.そ こから本当の意味の罪悪感(純 粋罪悪感

-安 永65)),治 療的罪悪感(村 瀬29))を 獲得し

ていき,自 己本位の抑制のできる新生自己(奥

村の第6段 階)と なっていくのであろうと推測

している.洲 脇52)は 「内観している姿こそが尊

い」(吉本)を 引用し,内 観の深さとかその人の

能力に拘泥せず,こ の原点に還ることが大切で

あり,内 観指導の際にもこうした 「内観をして

戴 く」気持 を持った治療者の姿の中に絶対的な

受容と呼ばれるものがあり,そ れこそが本当の

動機づけを生む原動力となると述べている.筆

者も 「心からの感情を伴った真実の反省あるい

は真の罪悪感の獲得」が断酒の契機 ・動機づけ

につながる,つ まり内観療法の精神療法効果の

発現される機序であると考えている.

吉本によると内観法の最終的治癒像は妙高人

であるという68)内 観を深めるとそのような悟

り的境地につながるのかもしれない.し かし,

精神療法 としての内観は言うまでもなく精神医

学的問題 を持った人がそれを解決するために行

うものであり,そ の問題を客観視するために自

己および対象関係を整理することができればよ

いと思われる.

3.内 観の功罪

ここでは内観の副作用あるいは幣害 について

考えてみたい.集 中内観中にパニックを起こし

た例の報告はいくつかある.筆 者は集中内観施

行中に自殺企図(未 遂)を した登校拒否,シ ンナ
ー依存の思春期患者の体験14)があり

,精 神病的

なパニック状況 に陥った例の報告 もある27,31)

それらの要因について言及 したい.ま ず第一に

内観療法の適応症の問題がある.内 観は自己反

省ないし自責的思考を促すことからうつ病には

普通適用 されず,内 面の情動を揺 り動かすこと

から,精 神分裂病 および境界例 には不適応ま

たは深 い内観 をしてはいけない.「 ア」者は

合併症 として躁 うつ病,精 神分裂病など精神疾

患を有す る比率も高いことが知 られているので
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注 意 が必 要 で あ る.本 報 告例 の 中 には結 果 と し

て中 断例 は なか っ た が,途 中 で挫 折 しそ うに な

るもの や全 く内観 に な ら ない例 も あ った.彼 ら

に対 して は支持 的 に接 し,内 観 の遂 行 だ け を 目

標 と し,そ れが脱 落 例 を出 さな か った こ とにつ

なが った もの と考 え られ る.一 般 的 には集 中 内

観 途 中 の 中断例 の 多 くは精 神 病 か意 思薄 弱 な神

経症 傾 向 の人 で あろ うと思 わ れ る.内 観 を精神

療法 と して適 用 す る場 合 には,こ れ ら精 神 疾 患

に対す る注 意 に加 えて,性 格 偏 倚 者 や 自我 の 比

較 的脆 弱 な もの には様 々の こ とが起 り得 るこ と

を念頭 に入 れて お く こと が必要 で あ り,内 観 導

入 前 に これ らの鑑 別診 断 と治療 目標 の 設定 を行

うこと が大 切 で あ る.

次 に,す べ ての 内観 者 が深 い 内観 がで きる と

は限 らない,む しろそ れ が困難 で あ る こ とが 多

く,中 途 半端 な反 省心 が場 合 によ り逆 方 向へ 行

くこ とも考慮 して お く必 要 が ある.た と えば症

例3の よ うに,「 言 われ ると うりに(内 観 や入 院

治療 を)し て きた.(だ から早 く退 院 させ ろ,だ

か ら この要求 を聞 け)」 とか,「 我 が ま ま な自分

で あ るこ とは分 った.(だ から自分の妻-兄-も

我 が ままな ところ を直 せ)」 と 自己反 省 が対 象者

へ の要 求 につ ながることがと きにみ られ た.「 こ

ん な に自分 は頑 張 って い るの に,妻 や子供 が帰

って こな い.」 とか,「 感 謝 しなけ れ ば い け ない

ことは わ か る.し か し自分 だ けが感 謝 した り報

い よ う と して も,一 方 向的 で む な し くて仕 方 が

な い.」 と考 えて しま うの で ある.

これ らの 外罰 方 向 の思 考 は真 の 内観 がで きて

お らず,十 分 な 自 己本位 の発 見 まで 至 っ てい な

い こ とか ら起 こ るもの で,自 責 の 念 が本 当 に強

け れば他 者 を批 判 追 求 で きる はず が な い と も思

われ る.し か し,し て も らっ た こ と と して返 し

た こ とを考 え,迷 惑 をか け た こ と と迷 惑 を かけ

られた こ と を考 えよ うとす るの は理 論的 には 理

解 で きる.村 瀬29)は,内 観 療 法 によ る罪 責 体験

の特 質 として,「 自分 に対 して注 が れていた身 近

な人 々 の愛 情,思 いや りの気 持 を発 見 し,そ れ

を感謝 す る心 が湧 い て き,恩 を仇 で返 して い た

に等 しい 自分 の浅 ま しさ,情 な さ,醜 さ,罪 深

さを思 い知 る こ とに よ り,そ れ ま で 自 らが侵 害

してい た “共 同性 ” を思 い知 ら され,そ の 中 で

“共 同性 ” に 目覚 め
,ひ いて は 自 らの過 ちを償 お

うとの 責任 感や 勇 気 が 生 れて くる.」 と言 う.こ

れが 「真正 の」罪 責感(安 永 の 「純粋 罪 悪感 」65))

で あっ て,い た ず らに悲 観 的,マ ゾ ヒ ステ ィ ッ

ク な罪 意 識 を強 め る 「反 治療 的」 な罪 意 識 と異

なっ て い る こ と を指 摘 してい る.筆 者 は 「治療

的 」 罪悪 感 を考 え る際 に は上 記 で述 べ た 反作 用

的 思 考 を配 慮 す る こ とが必要 で あ り,「 共 同性 」

を 自覚 して い く中 で他 者 へ の要 求 が出 現 す るよ

うな 「反治 療 的」 な側 面 に注 意 して い くこ とが

大 切 で あ る と思 って い る.こ の他 者 要 求 を しや

す い患 者 の接 し方 は かな り困 難 で あ るが,や は

り内 観 療法 の原 点 に戻 り,「(刑 事 の ご と く)自

分 を調 べ て い く」 の が内観 で あ る こ とを繰 り返

し徹 底 させ て い くの が一 つ の 方法 で は な い か と

思 わ れ る.

4.「 ア」 者 の精 神 療 法 と しての 内観

「ア」者 の 治 療過 程 か ら考 えて,ど の 部 分 に内

観 療 法 が 有効 で あ るの か につ い て は,既 に述 べ

た よ うに酒 を断 つ(断 酒)動 機 づ け に な る こ と

とと も に内観 療 法 に よ り持 続 的 な 断酒 効 果 の 得

られ る可能 性 が挙 げ られ る.一 般 に集 中 内観 の

効 果 につ い て は持 続 的効 果 は疑 問視 されて お り,

そ の ため に 日常 内 観 や集 中内 観 を一 年 お きに繰

り返 す こ とが提 唱 され た り してい る12,51,55,60)こ

とか ら注 目 に値 す る もの と思 われ る.時 間 の経

過 と共 に感情 的 体験 は 希薄 化 す る もの で あ る こ

とは否 め ない が,集 中 内観 は 「ア」 者 に と って

強烈 な体験 で あ り,集 中 内観 を体 験 しな い もの

よ りは内 観 的精 神 は続 い て お り,何 か を契機 と

して過 去 の 内観 体 験 が蘇 る可 能性(症 例3)も

また存 す る もの と考 え られ る.断 定 は で きない

が,内 観 療 法 の ア ル コー ル依 存 症 に対 す る長 期

的効 果 は大 い に期 待 され る もの と推測 され る.

次 に アルコール依 存症 の治療 目標 と内観療 法 に

つ い て 考察 してみ た い.洲 脇53)は, Blume3)の

ア ル コー ル依 存症 の 治療 目標(1=禁 酒, 2=

“否認 ”の克 服
, 3=動 機 付 け, 4=自 分 の 感情

の出 し方 の客 観 的認 識, 5=自 分 の行 動 パ ター

ンの 客観 視, 6=以 前 の 問題 に対処 す る新 しい

方 法 の取 得, 7=危 機状 況 を回避 す る方 法 の獲

得, 8=ア ル コ ー ル な しの充 実 した 生 活)を 掲

げ, 2番 目の “否 認 ” には二 つの 段 階,一 つ は
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『自分 は 「ア」 者 で は ない』 とアルコール 問題 そ

の もの を認 め よ う と しない もので,も う一 つ は

「自分 は飲 酒 問題 以 外 は何 も問題 がない」 とア ル

コール以外 の人格的 な問題 点 などは一 切 認 め よ う

としない ことで あると述 べ て いる.そ して 前者 の

「第1の 否 認 」 には どの治 療者 も注 意 して 断酒 指

導 を行 うが,後 者 の 「第2の 否 認 」 に対 して は

断 酒 会 で もあ ま り取 り上 げよ うとせ ず,治 療 者

も ア ルコ ー ル をや め さえす れ ば 問題 な い と本 人

を支持 す る意 味 もあって強 調 しない傾 向 が あ る.

この後 者 の 「第2の 否 認 」,つ まり 「飲 酒 問題 を

持 った病 め る人 間」 とい うと ころ に内 観 療法 が

作 用 し,真 の動 機付 け がで き,自 分 の 感情 的 な

動 きや 行動 パ タ ー ン を自覚 して い くの で は ない

か,と い うの で あ る. Blumeの その他 の 治療 目

標,感 情 や行 動 様 式 の 自覚 と制御 な ども内観 療

法 の精 神 的 過程(奥 村)か ら考 え る と 自己本 位

の抑 制 とほぼ 同様 で あ り,内 観 療 法 の 目標 とア

ル コー ル依 存症 の治 療 目標 は共 通 点 が多 い こと

が推 察 され る.

最 後 に,「 ア」 者 の 治 療 ・社 会 復 帰 に絶 大 な

効 果 を発揮 して い る断 酒 会 やAA(Alcoholics

 Anonymous)32)と 内観 療 法 が類 似 しているこ と

に言 及す る.本 報 告 で も 「ア」 者 の 治療 の転 帰

が内観 療 法 の施 行 の 有無 よ り も断 酒会 や外 来 継

続 治療 と関 連 していた ことは既 に述 べ た.ま た,

地域断酒会,病 院断酒会との関連の深いことは

アルコール医療に携わるもの全ての一致 した意

見であると思われる.断 酒会と内観の共通点に

ついては,た とえば 「断酒の誓」 を見てみると

「私達は過去の過ちを悟 り,迷 惑をかけた人々に

出来るだけの償いをします.」 などのまさしく内

観そのものの誓いの言葉が並んでいる.ま た断

酒会でよく利用 される 「断酒道五心」を見てみ

ると,素 直な心,反 省の心,謙 虚な心,感 謝の心,

奉仕の心とあり,こ れらと内観の精神的過程を参

照 してみると非常に似通っていることがわかる.

もちろん断酒会は集団力動が関与するが,内 観

療法は個人精神療法であるなど,全 く同じではな

い.し かし内観療法により断酒の意志 を強め,

常に反省心を忘れず,自 己を客観的に見ること

ができるようになり,断 酒会にも出席 ・入会し

て内観的存在を持続 させることができれば,ア

ルコールから脱却できる確率は非常に高いもの

になるのではなかろうか15).

AAと 内観療法についてもかなりの共通点が

ある.洲 脇52)はAAの12の ステップ,断 酒会の

断酒の誓そして内観療法の関連性 について述べ,

断酒会がAAの12ス テップを取 りいれた際に初

めと終 りだけを借用 し,第8ス テップを除いて

途中の大切なステップを省略 してしまった.そ

の大切なステップを日本の文化に照 らしてみる

表9　 AAと 断酒 会 と内観
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と内観 療 法 が それ を カバ ー して い る,と 述 べ て

い る.そ れ らの関 連性 を示 してい るの が表9で

あ る. AAの 神 「God」 の存 在 が 日本 文 化 には

あ ま りな じまな い か も しれ な いが,神-自 然-

宇 宙-原 事 実36)と い う見 方 もあ る.こ の よ うに

考 え ると,ア ル コー ル依 存 症 か ら立 ち直 る段 階

が理 解 しやす く,「 ア」 者 が 回復 す るため には単

に断酒 だけで は不 十分 であ り,「真 の 罪 悪 感(自

由 な良 心)の 獲 得」 に至 る過程 の重 要性 が よ く

了解 で きる.言 い換 えれ ば,内 観 療 法 が断酒 の

動 機付 けだ け で な く,断 酒 を通 じて よ り高 い 自

立 性,人 間性 を目指 して お り,断 酒 会 やAAの

理 念 に も矛 盾せ ず,た いへ ん有 用 な精神 療法 で

あ る こと に な る.

ま と め

入院 「ア」症 者 の治 療 にお い て,内 観 療 法 を

施行 した群(「 内観 群 」31名)と 施 行 しな か った

群(「 非 内観 群 」34名)に 分 け て,一 般 属 性,短

期 社 会適 応 状況(退 院 後6ヵ 月 ～2年6ヵ 月),

長期 社 会適 応状 況(退 院後3年5ヵ 月 ～5年5

ヵ月)を 調 査 し,比 較検 討 を した.ま た内観 療

法施 行例 を呈示 し,ア ル コ ー ル依存 症 に対 す る

内観療 法の効 用 につ いて 言及 し次 の結果 を得 た.

(1)「 内 観 群 」 と 「非 内 観 群 」 の属 性 で は,

「内観 群」 に健 康 保 険 本 人
,離 婚 歴,社 会的 逸

脱 行 為 を犯 した 率 の高 い傾 向 があ り,「 非 内 観

群 」 に高齢 者,医 療 扶助 率, 1ヵ 月以 内 の短 期

入 院 の 多 い傾 向 があった.ま たMMPIで は 「内

観 群」 は疑 問点 が高 い もの の精 神 病 質偏倚 性 傾

向 が窺 われ た.

(2)「 内観 群」 と 「非 内観 群 」の短 期社 会 適 応

状況 は,各 々社 会適 応 群52%, 59%で 有意 差 は

認められなかっか.し かし長期社会適応状況は

各々35%, 26%で 有意差はないが,逆 に 「内観

群」の社会適応状況の方がよかった.

(3)短 期適応状況がよいものは,健 康保険本

人,社 会的逸脱行為なし,退 院時断酒意欲良好,

院内断酒例会継続そして地域断酒例会継続 との

関連が認められた.一 方長期適応状況では社会

的逸脱行為なし,退 院時断酒意欲良好が社会適

応良好群 と関連があり,今 回調査時の就労状況

や断酒会活動と密な関係が認められた.

(4)内 観療法の有効性は自己本位の発見を端

初として断酒への意欲が獲得 され,さ らに断酒

意欲の継続効果も期待されることにあると考え

られた.ま た内観療法の適用には動機づけが大

切であり,各 「ア」症者で種々の段 階がある深

さには拘泥せず集中内観 を完遂することが重要

であると思われた.

(5)内 観療法がアルコール症の治療に奏功す

る機序については,自 己本位の発見から真の治

療的罪悪感を得 ることにあり,そ のためには,

真に感情が伴 うことの必要性を述べ, Blumeの

二重の否認を引用してその機序について補足した.

(6)内 観療法 と断酒会, AAに 共通点が多い

ことを述べ,内 観療法と断酒会, AAを 有効に

利用すればアルコールからの脱却が大いに期待

されることを述べた.

御指導,御 校閲いただいた岡山大学医学部神経精

神医学教室教授大月三郎先生,香 川医大心理 ・臨床

心理学教授洲脇 寛先生に深謝いたします.ま た積

善病院院長平田潤一郎先生,杉 田 敬心理士(現 東

北大学心療科)は じめ職員一同の御協力,御 配慮に

御礼申し上げます.
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Naikan psychotherapy for alcohol dependence syndrome

Shigeo HORII

Department of Neuropsychiatry, Okayama University Medical School

(Director: Prof. S. Otsuki)

To evaluate the therapeutic effect of Naikan psychotherapy for alcohol dependence 

syndrome, a comparison was made between 31 patients who were treated with Naikan psy
chotherapy (Naikan group) and 34 patients who were not treated with Naikan psychotherapy 

(non-Naikan group) on the following profiles: general characteristics, social adaptation occur
ing 6 months to 2 years 6 months after discharge (short-term follow-up) and social adaptation 

occuring 3 years 5 months to 5 years 5 months after discharge (long-term follow-up). Some 
typical cases of Naikan psychotherapy were presented.

It was suggested that Naikan psychotherapy was effective for the treatment of alcohol 
dependence syndrome. It was useful in helping the alcoholics to understand the necessity 

of abstaining (motivation to abstain) and had a long-term therapeutic effect (maintenance 
of abstinence). It was concluded that the therapeutic effect of Naikan psychotherapy was 

derived from the understanding of egocentricity by acquiring a therapeutic guilt-feeling and 
the overcoming the denial in the alcoholic patient.


